
 

 

社援発 0331 第 16 号 

令和７年３月 31 日 

 

  都道府県知事 

各 指定都市市長    殿 

  中核市市長 

 

厚生労働省社会・援護局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「生活保護法による保護施設に対する指導監査事項について」の一部改正について 

 

 

「生活保護法による保護施設に対する指導監査事項について」（平成２４年３月２６日

社援発０３２６第４号厚生労働省社会・援護局長通知）を下記のとおり改正し、令和７

年４月１日より適用することとしたので通知する。 

管内の保護施設等へ周知いただくとともに、都道府県、指定都市、中核市が定める保

護施設に対する指導監査事項を一部改正するに当たっては、参考にされるようお願いす

る。 

 

 

記 

 

[別添]保護施設指導監査事項を次の新旧対照表のとおり改める。 
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新旧対照表 

「生活保護法による保護施設に対する指導監査事項について」（平成２４年３月２６日社援発０３２６第４号厚生労働省社会・援護局長通知） 

別添 保護施設指導監査事項 

主眼事項（新） 着眼点（新） 主眼事項（旧） 着眼点（旧） 

 

第１ 適切な入所者

処遇の確保 

 

 １ 入所者処遇の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

３ 自立・自活等

への支援援助 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（１）～（６） （略） 

（７）医学的管理は、適切に行われているか。 

ア 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に対

する対策は適切に行われているか。 

   （削る） 

 

 

 

 

 

 

イ～ウ （略） 

 

（８）～（１３） （略） 

 

（略） 

 

入所者個々の状況等を考慮し、施設種別ごとの特性

に応じた自立・自活等への援助が行われているか。 

（１）救護・更生施設関係 

 ア 個別支援計画について、適切に作成（見直し

を含む。以下同じ。）されているか。特に、作

成に当たっては、入所者の意向やニーズ把握等

が適切に行われているか。また、作成に当た

 

第１ 適切な入所者

処遇の確保 

 

 １ 入所者処遇の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

３ 自立・自活等へ

の支援援助 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（１）～（６） （略） 

（７）医学的管理は、適切に行われているか。 

ア 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に対

する対策は適切に行われているか。 

    感染症等の予防対策は、適切に行われている

か。特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸

菌感染症対策、レジオネラ症対策等について

は、その発生及びまん延を防止するための措置

について、別途通知等に基づき、適切な措置を

講じているか。 

 

  イ～ウ （略） 

 

（８）～（１３） （略） 

 

（略） 

 

入所者個々の状況等を考慮し、施設種別ごとの特性

に応じた自立・自活等への援助が行われているか。 

（１）救護・更生施設関係 

（新設） 
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第２ 社会福祉施設

運営の適正実施

の確保 

 

 １ 施設の運営管

理体制の確立 

 

 

 ２ 必要な職員の

確保と職員処

遇の充実 

 

 

 

 

 

 

  ３ 防災対策の充

実強化 

 

 

り、保護の実施機関と連携が図られているか。 

イ 機能を回復し又は機能の減退を防止するため

の訓練や作業は、入所者の状況に即した個別支

援計画に基づき適切に実施されているか。 

 

 

 ウ （略） 

 

 エ （略） 

 

 

（２）（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（１）～（５） （略） 

（６）職場における性的な言動又は優越的な関係を背

景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより職員の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等、適切なハラスメン

ト対策として必要な措置を講じているか。 

 

 

 

防災対策について、その充実強化に努めているか。 

 ア （略） 

イ 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体

制は、確保されているか。例えば、風水害の場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 社会福祉施設

運営の適正実施

の確保 

 

 １ 施設の運営管

理体制の確立 

 

  

２ 必要な職員の

確保と職員処遇

の充実 

 

 

 

 

 

 

３ 防災対策の充

実強化 

 

 

 

ア 機能を回復し又は機能の減退を防止するための

訓練や作業は、入所者の状況に即した自立支援の

ための計画が作成され適切に実施されているか。 

 

 

イ （略） 

 

ウ （略） 

 

 

（２）（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（１）～（５） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策について、その充実強化に努めているか。 

 ア （略） 

 イ 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体

制は、確保されているか。例えば、風水害の場
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 ４ 感染症等防止

対策 

 

 

 

 

合、「高齢者等避難」及び「避難指示」等の緊急

度合に応じた複数の避難先が確保されているか。 

 

 

ウ～オ （略） 

【具体的な項目例】 

 ・救護施設等の立地条件（地形 等） 

 ・災害に関する情報の入手方法（「高齢者等避難」等

の情報の入手方法の確認等） 

 ・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家

族、職員等） 

 ・避難を開始する時期、判断基準（「高齢者等避難」

発令時等） 

 ・避難場所（市町村が設置する避難場所、施設内の

安全なスペース等） 

・避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時

間等） 

 ・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩

等）等） 

 ・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方

法、役割分担、避難に必要な職員数 等） 

・関係機関との連携体制 

 

カ～ク （略） 

 

 

 

(1) 感染症や非常災害の発生時に備え、業務継続計画

を策定し、職員への周知、研修及び訓練が実施され

ているか。また、業務継続計画の定期的な見直し

や、必要に応じての変更が行われているか。 

(2) 当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないよう必要な措置（検討委員会の開

催、指針の整備、職員研修及び訓練）を講じている

か。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

合、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧

告」及び「避難指示（緊急）」等の緊急度合に応

じた複数の避難先が確保されているか。 

 

 ウ～オ （略） 

 【具体的な項目例】 

 ・救護施設等の立地条件（地形 等） 

 ・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等

の情報の入手方法の確認等） 

 ・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家

族、職員等） 

 ・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発

令」時等） 

 ・避難場所（市町村が設置する避難場所、施設内の

安全なスペース等） 

・避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時

間等） 

 ・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩

等）等） 

 ・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方

法、役割分担、避難に必要な職員数 等） 

・関係機関との連携体制 

 

カ～ク （略） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 


